
関市貸上町８番３外

低層住宅地

一般住宅を主体に駐
車場、農地も混在す
る住宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北90 60 20 25 低層住宅地

-

(都)１住居(60,200)
居住誘導区域

当市としては、人口は、減少傾向にあり、高齢化進行のペースは、
県平均を上回っている。

特段の変動要因は見られず、現状維持で推移している。

個別的要因に変動はない。

近隣地域は、自用の住宅を中心とする住宅地域で、節税目的のアパートが散見される程度で、賃貸市場は比較的未成熟であ
る。従って、当市中心市街地外縁部の住宅地の取引事例より求めた比準価格を採用し、収益価格を参考に留め、標準地との
検討を踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

近隣地域は関市中心市街地に近接した生活利便性が比較的良好な住宅地域であるが、中心市街地東部の土地区画整理事業に
よる宅地供給の影響もあって、地価はやや下落基調で推移していくものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 36,700円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

36,100

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

関 3

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-3.4

-5.4

0.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

関市役所前駅南西方
650m

関市役所前
650m

(8)

北8m市道

(都)１住居
(60,200)

（その他）　　　　
居住誘導区域内

特にない 基準方位北、８ｍ
市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道、
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

310

( )

⑨法令上の規制等

1:1.2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

15.0  ｍ、　奥行　約 20.0  ｍ、　規模 300  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

36,500 円／㎡

10,800 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

33,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-0.5％ ％

91.4 ］

100［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 6 令和 6年 7月 19日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 6年 1月]

令和 6年 6月 24日 正常価格

令和 6年 7月 12日令和 6年 7月 1日

11,300,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 36,500 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

29,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、旧関市の住宅地域で、特に価格牽連性が高いのは、貸上・下有知・竪切地区を中心とした住宅地域である。
近隣地域は、地縁的選好性が強く、地域周辺及び親族に依る一次取得者が需要の大半と判断する。土地区画整理事業により
整備された居住環境の良好な住宅地と比較して土地需要は弱い。需要の中心となる価格帯は、土地は７００万～１，０００
万円程度、新築戸建分譲で２，０００万～２，５００万円程度が需要の中心になっている。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

関（県） 1－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

関（県） －

基準地番号 提出先

1 岐阜県

所属分科会名

岐阜第２分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

不動産鑑定士　丸山事務所

丸山　正樹



関市中之保字上屋敷道下夕４４７１番４外

低層住宅地

一般住宅、農家住宅
のほか店舗、事務所
等も見られる住宅地
域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北100 100 30 30 低層住宅地

-

「都計外」
土砂災害警戒区域

当市としては、人口は、減少傾向にあり、高齢化進行のペースは、
県平均を上回っている。

特段の変動要因は見られず、現状維持で推移している。

個別的要因に変動はない。

比準価格は、市場における現実の取引価格を直接の基礎としており実証的な価格である。但し、本件基準地のように郡部の
山村集落については、規範性の高い取引事例は、非常に少ない状況にあることに留意しなければならない。一方、収益価格
は、山村農家住宅地域で、賃貸市場が未成熟で、共同住宅もなく試算できなかった。したがって本件では、マクロ的観点か
らの地価水準を念頭に置き、比準価格を採用し、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

近隣地域は山間部の県道沿いに広がる農家集落地域であり、特段の変動要因はないが、潜在的な土地需要がなく地価は下落
基調で推移すると予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 8,200円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

関富岡駅北東方
17km

関富岡
17km

(8)

北10m県道

「都計外」

（その他）　　　　
土砂災害警戒区域

特にない 基準方位北、１０
ｍ県道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道、
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

343

( )

⑨法令上の規制等

1:1.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

15.0  ｍ、　奥行　約 23.0  ｍ、　規模 350  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

8,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-2.4％ ％

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 6 令和 6年 7月 19日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 6年 1月]

令和 6年 6月 24日 正常価格

令和 6年 7月 12日令和 6年 7月 1日

2,740,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 8,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、関市北東部を中心とする隣接市町の山間集落一帯の住宅地域である。特に価格牽連性が強い地域は、中之保
及び上・下之保地区を中心とする農家集落地域である。対象基準地は、山間集落地域にあり、需要、供給とも少なく、地価
下落も長期化している。不動産市場は、閑散としており同一需給圏外からの転入需要は極めて乏しい。土地取引は、非常に
少なく、数少ない取引も親戚間取引等、特殊な事情を含み価格の中心帯を見い出すことはできない。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

関（県） 2－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

関（県） －

基準地番号 提出先

2 岐阜県

所属分科会名

岐阜第２分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

不動産鑑定士　丸山事務所

丸山　正樹



関市大杉字香林庵６００番１１

低層住宅地

農地が多い中、一般
住宅等が散在する住
宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北100 60 0 0 低層住宅地

-

（都）(60,200)

関市の人口は減少傾向にあり、減少率は県平均より大きい。住宅
建設は弱含んでおり、地価は全般的に下落傾向にある。

地域要因に目立った変動は認められない。

個別的要因に変動はない。

居住の快適性を重視する住宅地域で、自己使用目的の取引が大半である。賃貸市場が未成熟であること等から投資採算性に
見合う共同住宅を想定することは非現実的であると判断し、収益価格は試算しなかった。取引価格の水準を指標に価格が決
定されることが一般的と認められるため、市場性を反映した比準価格は信頼性が高い。以上より、比準価格を採用し、公示
価格を規準とした価格との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

関市南東部の農地が多く見られる住宅地域で、現状を維持しつつ推移するものと予測する。地価は下落傾向で推移するもの
と予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 20,700円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

20,500

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

関 3

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+1.5

+6.9

+54.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

関富岡駅南東
4.7km

関富岡
4.7km

(8)

南5m市道､背面道

（都）
(60,200)

（その他）　　　　
(70,200)

特にない 基準方位　　　　
北５ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

299

( )

⑨法令上の規制等

1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

12.0  ｍ、　奥行　約 25.0  ｍ、　規模 300  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

20,500 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

33,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-1.0％ ％

167.1 ］

100［ ］ 104.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 6 令和 6年 7月 19日　提出

宅地-1

+3.0

+1.0

方位

二方路

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 6年 1月]

令和 6年 6月 27日 正常価格

令和 6年 7月 10日令和 6年 7月 1日

6,130,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 20,500 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は関市外縁部を中心とする住宅地域である。需要者は当該圏域に地縁性を有する個人が中心で、圏外からの転入
者は少ない。美濃加茂市や加茂郡坂祝町、富加町に近く、農地も多く見られる静態的な住宅地域で、需要は弱含みで推移し
ている。取引の中心となる価格帯は、土地のみで４００万円～７００万円程度、新築戸建物件で２１００万円～２９００万
円程度と把握する。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

関（県） 3－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

関（県） －

基準地番号 提出先

3 岐阜県

所属分科会名

岐阜第２

業者名

不動産鑑定士氏名

株式会社不動産鑑定北川事務所

片山　恵津子



関市平賀町４丁目７９番

低層住宅地。

土地区画整理済で農
地も残る住宅地域

1

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北100 50 0 100 低層住宅地

-

（都）１住居(60,200)
居住誘導区域

ゼロ金利解除とはいえ優良住宅地については地価上昇が続いてい
るが、地方の住宅市場では建築費上昇の負担が重くのしかかって
いる。

平賀第１・第２土地区画整理事業の完了予定がいずれも令和７年
まで延長されたが、平賀天神土地区画整理事業も少しずつ進捗し
ている。

個別的要因に変動はない。

区画整理を終えた近隣地域周辺は共同住宅も見られるが、主たる需要者は自己居住目的の個人層である。売買市場は自己使
用目的が大半であり、快適性や利便性が重視される。対象標準地の画地規模では、ファミリータイプによる敷地内駐車場の
必要台数を勘案すると、想定困難である。よって、本件は収益価格の試算を断念し、比準価格を標準に、指定基準地等との
検討を踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

旧関市の中心市街地東側外縁、土地区画整理事業施行済の住宅地域。都市計画道路の開通により利便性が向上した一方で、
計画道路東側の区画整理は保留地処分に苦慮しており、一般売買の下げ圧力となっている。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 36,300円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

35,600

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

関 1

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

+4.9

+6.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

関富岡駅北西
1.4km

関富岡
1.4km

(8)

南6m市道

（都）１住居
(60,200)

（その他）　　　　

特記すべき事項はない。 基準方位　　　　
北６ｍ市道　

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

278

( )

⑨法令上の規制等

台形
1:1.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

14.0  ｍ、　奥行　約 20.0  ｍ、　規模 280  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

36,200 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

40,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-0.3％ ％

111.2 ］

99.9［ ］ 102.0［ ］

103.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 6 令和 6年 7月 19日　提出

宅地-1

-1.0

+3.0

形状

方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

36,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

関（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+2.0

+3.5

-2.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

36,700 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

103.5 ］

99.5［ ］ 102.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 6年 1月]

令和 6年 7月 2日 正常価格

令和 6年 7月 11日令和 6年 7月 1日

10,100,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 36,200 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

28,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 関市東部の住宅地域からなる同一需給圏を判定した。富岡小校区を中心に事例を収集したが、的確事例の稀少性により、関
高校、市役所周辺からも事例を補完した。需要者の中心は、市内、あるいは岐阜市等に勤務する勤労者、及び開発素地を求
める不動産事業者である。新築建売で２０００～２１００万円が中心価格帯と解する。先行する平賀第一、第二が事業延長
された他、平賀天神の区画整理も控えており、特に、東部については供給過剰感が認められる。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

関（県） 4－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

関（県） －

基準地番号 提出先

4 岐阜県

所属分科会名

岐阜第二

業者名

不動産鑑定士氏名

有限会社寺村不動産鑑定所

寺村　建一郎



関市下有知字新今宮２７２０番１

低層住宅地。

新旧一般住宅等の中
に、農地も介在する
郊外の住宅地域

1

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北90 60 60 150 低層住宅地

-

（都）(60,200)

ゼロ金利解除とはいえ優良住宅地については地価上昇が続いてい
るが、地方の住宅市場では建築費上昇の負担が重くのしかかって
いる。

農地の中に戸建住宅が散在する地域で、集落性も強いことから住
宅分譲が旺盛な地域ではない。

個別的要因に変動はない。

一般住宅が主体の地域であり、需要者は自己居住目的の個人層である。売買市場は自己使用目的が大半であり、対象標準地
の画地規模で収益性に着目する市場参加者は想定し難い。よって、本件は収益価格の試算を断念し、比準価格を標準に、指
定基準地、地価公示における市街地標準地との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり調整決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

市街地北側外縁、美濃市との境界付近に位置する住宅地域。集落性の強い地域であり、高額な入町費が障壁となり、外部か
らの転入は困難。地縁性のある取引に限定されがちで、今後も地価は弱含みで推移と予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 27,700円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

27,400

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

関 1

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+3.1

+8.1

+26.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

関下有知駅北西
1.4km

関下有知
1.4km

(8)

北西5m市道

（都）
(60,200)

（その他）　　　　

特記すべき事項はない。 基準方位　　　　
北５ｍ市道　

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

261

( )

⑨法令上の規制等

台形
1:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

15.0  ｍ、　奥行　約 20.0  ｍ、　規模 300  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

27,600 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

40,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-0.4％ ％

140.4 ］

99.9［ ］ 99.0［ ］

103.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 6 令和 6年 7月 19日　提出

宅地-1

0.0

-1.0

方位

形状

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

27,300

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

関（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+5.2

+6.6

+18.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

36,700 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

132.3 ］

99.5［ ］ 99.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 6年 1月]

令和 6年 7月 2日 正常価格

令和 6年 7月 11日令和 6年 7月 1日

7,200,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 27,600 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏を関市街地北西部、主として下有知地区内に形成される住宅地域等と判定したが、事例の稀少性により美濃市南
部からも事例を補完した。需要者の中心は、市内の事業所に勤務する勤労者、及び開発素地を求める不動産事業者であるが、
集落性が強く、場所によっては、入町費が８０万円する等転入が困難な地域である。事例の稀少性により、総額的な中心価
格帯の把握は困難である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

関（県） 5－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

関（県） －

基準地番号 提出先

5 岐阜県

所属分科会名

岐阜第二

業者名

不動産鑑定士氏名

有限会社寺村不動産鑑定所

寺村　建一郎



関市広見字昭和新田１８５３番１

低層住宅地

農地の中に一般住宅
と農家住宅が混在す
る住宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北100 100 50 40 低層住宅地

-

(都)(60,200)

当市としては、人口は、減少傾向にあり、高齢化進行のペースは、
県平均を上回っている。

地域要因に特に大きな変化は認められない。

個別的要因に変動はない。

当該地域は、関市北西部郊外に位置し農地も残る旧来からの住宅地域であり、需要者は、自己居住目的の中堅個人層である。
近隣地域内に賃貸住宅が存在せず、貸家需要が想定できない地域であるため、収益還元法は非適用とした。よって、実証性
を有する比準価格を採用し、標準地との検討も踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ１

近隣地域は東海環状自動車道「関広見ＩＣ」に程近い住宅地域である。令和２年３月に「山県ＩＣ」まで開通し、交通アク
セスが向上したが、土地利用に大きな変化は見られず、地価は下落基調で推移すると予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 16,100円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

16,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

関 6

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+1.0

+1.1

+10.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

関駅北西方
5.2km

関
5.2km

(8)

南6m市道

(都)
(60,200)

（その他）　　　　
居住誘導区域外

特にない 基準方位北、６ｍ
市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道、
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

580

( )

⑨法令上の規制等

1.5:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

25.0  ｍ、　奥行　約 20.0  ｍ、　規模 500  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

15,900 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

17,900 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-1.2％ ％

112.3 ］

99.5［ ］ 101.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 6 令和 6年 7月 19日　提出

宅地-1

+1.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 6年 1月]

令和 6年 6月 24日 正常価格

令和 6年 7月 12日令和 6年 7月 1日

9,220,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 15,900 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、関市北西部を中心とする住宅地域で、特に価格牽連性が強い地域は、広見地区の住宅地域である。近隣地域
は、地縁的選好性が強く、地域周辺及び親族に依る一次取得者が需要の大半である。東海環状自動車道が「山県ＩＣ」まで
開通し、交通アクセスの向上により土地利用を促進するものと期待されるが、現状では土地利用に大きな変化は見られない。
なお、取引が少なく、属性、規模も様々であり、市場の中心となる価格帯の把握は困難である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

関（県） 6－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

関（県） －

基準地番号 提出先

6 岐阜県

所属分科会名

岐阜第２分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

不動産鑑定士　丸山事務所

丸山　正樹



関市桜台４丁目３番１０

低層住宅地

丘陵地にある閑静な
住宅団地（桜台ニュ
ータウン）

1

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 120 50 20 低層住宅地

-

（都）１低専(50,80)

関市の人口は減少傾向にあり、減少率は県平均より大きい。住宅
建設は弱含んでおり、地価は全般的に下落傾向にある。

地域要因に目立った変動は認められない。

個別的要因に変動はない。

戸建住宅を中心とした住宅団地で、居住の快適性が重視され、自己使用目的の取引が支配的である。アパート等の収益物件
はほとんどなく、経済合理的な賃貸経営は困難であると判断し、収益還元法は非適用とした。取引価格の水準を指標に価格
が決定されることが一般的と認められ、市場の実態を反映した比準価格は信頼性が高い。以上より、比準価格を採用して、
公示価格を規準とした価格及び指定基準地との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
ＬＳ２

丘陵地にある熟成した大規模住宅団地で、現状を維持しつつ推移するものと予測する。地価は下落傾向で推移するものと予
測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 31,600円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

31,200

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

関 5

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

+4.9

+17.0

+3.1

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

関口駅南
2.2km

関口
2.2km

(8)

南西6m市道

（都）１低専
(50,80)

（その他）　　　　

特にない 基準方位北、６ｍ
市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「桜台４－３－１０」

②地積

（㎡）

204

( )

⑨法令上の規制等

1:1.2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

13.0  ｍ、　奥行　約 16.0  ｍ、　規模 200  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

31,200 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

38,700 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-1.3％ ％

126.5 ］

99.9［ ］ 102.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 6 令和 6年 7月 19日　提出

宅地-1

+2.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

31,300

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

関（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+2.0

+8.8

+4.0

+3.1

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

36,700 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

119.0 ］

99.5［ ］ 102.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 6年 1月]

令和 6年 6月 27日 正常価格

令和 6年 7月 10日令和 6年 7月 1日

6,360,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 31,200 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は関市の住宅団地及びその周辺の住宅地域である。需要者は、関市居住者又は就労者等の一次取得者層が中心で
ある。丘陵地の熟成した住宅団地で、今後も現状維持にて推移すると予測するが、居住者の高齢化等もあり、需要は弱含み
である。取引の中心価格帯は土地のみで６００万円～７００万円程度、中古住宅で総額９００万円～１２００万円程度と把
握する。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

関（県） 7－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

関（県） －

基準地番号 提出先

7 岐阜県

所属分科会名

岐阜第２

業者名

不動産鑑定士氏名

株式会社不動産鑑定北川事務所

片山　恵津子



関市洞戸市場字岩野２２７番５外

低層住宅地

農家住宅、一般住宅
等が散在する住宅地
域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北150 50 30 0 低層住宅地

-

「都計外」

関市の人口は減少傾向にあり、減少率は県平均より大きい。住宅
建設は弱含んでおり、地価は全般的に下落傾向にある。

地域要因に目立った変動は認められない。

個別的要因に変動はない。

自己使用目的の取引が支配的な山間部の住宅地域である。取引価格の水準を指標に価格が決定されることが一般的と認めら
れる。比準価格は、類似地域内の事例を採用して試算しており、信頼性が高い。共同住宅等の収益物件は皆無に等しく、賃
貸市場は形成されていないため、収益価格は試算しなかった。よって、本件では市場性を反映した比準価格を採用し、上記
のとおり鑑定評価額を決定した。

［

［

住宅
Ｗ１

小学校に近い山間の地域で、今後もほぼ現状を維持しつつ静態的に推移するものと予測する。地価は下落傾向で推移するも
のと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 7,360円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

岐阜駅北
28km

岐阜
28km

(8)

北6.1m市道､西側道

「都計外」

（その他）　　　　

特にない 基準方位　　　　
北６．１ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

488

( )

⑨法令上の規制等

1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

20.0  ｍ、　奥行　約 25.0  ｍ、　規模 500  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

7,180 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-2.4％ ％

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 6 令和 6年 7月 19日　提出

宅地-1

0.0

+1.0

方位

角地

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 6年 1月]

令和 6年 6月 27日 正常価格

令和 6年 7月 10日令和 6年 7月 1日

3,500,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 7,180 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、関市洞戸地区の住宅地域を中心に旧武儀郡、山県市、美濃市、郡上市等の集落地域を含む。需要者は地縁性
を有する個人が中心で、圏外からの転入者はほとんどない。小学校に近い山間の静態的な地域で、人口減少、高齢化が進行
しており、需要は弱い。取引は低調に推移しており、需要の中心価格帯を見出すのは困難な状況である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

関（県） 8－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

関（県） －

基準地番号 提出先

8 岐阜県

所属分科会名

岐阜第２

業者名

不動産鑑定士氏名

株式会社不動産鑑定北川事務所

片山　恵津子



関市神野字西田１８６０番１

低層住宅地

県道沿いに一般住宅
、農家住宅、事業所
及び農地等が混在す
る住宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北200 160 75 60 低層住宅地

-

(都)(60,200)
土砂災害警戒区域

当市としては、人口は、減少傾向にあり、高齢化進行のペースは、
県平均を上回っている。

地域要因に特に大きな変化は認められない。

個別的要因に変動はない。

比準価格は、市場における現実の取引価格を直接の基礎としており実証的な価格である。但し、本件基準地のように郡部の
山村集落については、規範性の高い取引事例は、非常に少ない状況にあることに留意しなければならない。一方、収益価格
は、山村農家住宅地域で、賃貸市場が未成熟で、共同住宅もなく試算できなかった。したがって本件では、比準価格を採用
し、標準地との検討も踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
ＬＳ２

近隣地域は山間部の県道沿いに広がる農家集落地域であり、特段の変動要因はないが、潜在的な土地需要がなく地価は下落
基調で推移すると予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 9,850円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

9,660

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

関 6

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-1.0

+8.3

+72.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

関富岡駅北東方
8.7km

関富岡
8.7km

(8)

北西11.6m県道

(都)
(60,200)

（その他）　　　　
土砂災害警戒区域
居住誘導区域外

特にない 基準方位北、１１
．６ｍ県道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道、
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

226

( )

⑨法令上の規制等

1.2:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

15.0  ｍ、　奥行　約 20.0  ｍ、　規模 300  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

9,600 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

17,900 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-2.5％ ％

184.4 ］

99.5［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 6 令和 6年 7月 19日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 6年 1月]

令和 6年 6月 24日 正常価格

令和 6年 7月 12日令和 6年 7月 1日

2,170,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 9,600 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、関市北東部を中心とする隣接市町の山間集落一帯の住宅地域である。特に価格牽連性が強い地域は、神野地
区及び下之保地区の住宅地域である。主たる需要者は、地縁的選好性を有する個人が中心である。山間集落地域であり、土
地の需要は乏しく、地価下落が続いている。取引は、非常に少なく、数少ない取引も親戚間取引等、特殊な事情を含み価格
の中心帯を見い出すことはできない。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

関（県） 9－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

関（県） －

基準地番号 提出先

9 岐阜県

所属分科会名

岐阜第２分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

不動産鑑定士　丸山事務所

丸山　正樹



関市上之保字仲畑上ミ１５１３５番４

低層住宅地

一般住宅が多い中に
店舗等が混在する住
宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北70 50 30 30 低層住宅地

-

「都計外」
土砂災害警戒区域

関市の人口は減少傾向にあり、減少率は県平均より大きい。住宅
建設は弱含んでおり、地価は全般的に下落傾向にある。

地域要因に目立った変動は認められない。

個別的要因に変動はない。

自己使用目的の取引が支配的な山間部の静態的な地域である。賃貸需要は皆無に等しく、賃貸市場は形成されていないため、
収益還元法は非適用とした。取引価格の水準を指標に価格が決定されることが一般的と認められるため、市場の実態を反映
した比準価格は信頼性が高い。よって、本件では比準価格を採用して、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

公共施設に近い山間の地域で、今後もほぼ現状を維持しつつ静態的に推移するものと予測する。地価は引き続き下落傾向で
推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 6,830円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

関富岡駅北東
24km

関富岡
24km

(8)

北西4.9m市道

「都計外」

（その他）　　　　
土砂災害警戒区域

特にない 基準方位　北４．
９ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

344

( )

⑨法令上の規制等

台形
1:1.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

15.0  ｍ、　奥行　約 20.0  ｍ、　規模 300  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

6,660 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-2.5％ ％

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 6 令和 6年 7月 19日　提出

宅地-1

0.0

0.0

方位

形状

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 6年 1月]

令和 6年 6月 27日 正常価格

令和 6年 7月 10日令和 6年 7月 1日

2,290,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 6,660 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、関市上之保地区の住宅地域を中心に旧武儀郡、山県市、美濃市、郡上市等の集落地域を含む。需要者は地縁
性を有する個人が中心で、圏外からの転入者はほとんどない。人口減少、高齢化が進行している、公共施設に近い山間の静
態的な地域で、需要は弱い。取引は低調に推移しており、需要の中心価格帯を見出すのは困難な状況である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

関（県） 10－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

関（県） －

基準地番号 提出先

10 岐阜県

所属分科会名

岐阜第２

業者名

不動産鑑定士氏名

株式会社不動産鑑定北川事務所

片山　恵津子



関市板取字野向３８９０番１

低層住宅地

農家住宅と一般住宅
が混在する住宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北30 30 150 200 低層住宅地

-

「都計外」

関市の人口は減少傾向にあり、減少率は県平均より大きい。住宅
建設は弱含んでおり、地価は全般的に下落傾向にある。

地域要因に目立った変動は認められない。

個別的要因に変動はない。

山間の集落地域で、自己使用目的の取引が大半である。賃貸需要は皆無に等しく、賃貸市場が形成されていないため、収益
還元法の適用は断念した。比準価格は、同一需給圏内の類似地域から規範性のある取引事例を採用して試算したもので、信
頼性が高い。よって、本件では市場の実態を反映した比準価格を採用して、上記のとおり鑑定評価額を決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

人口減少、高齢化が進行する山間の集落地域である。静態的な地域で、地価は引き続き下落傾向で推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 3,680円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

岐阜駅北
49km

岐阜
49km

(8)

南東10.3m県道

「都計外」

（その他）　　　　

特にない 基準方位　　　　
北１０．３ｍ県道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

452

( )

⑨法令上の規制等

不整形
2:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

30.0  ｍ、　奥行　約 15.0  ｍ、　規模 450  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

3,610 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-1.9％ ％

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 6 令和 6年 7月 19日　提出

宅地-1

0.0

0.0

方位

形状

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 6年 1月]

令和 6年 6月 27日 正常価格

令和 6年 7月 10日令和 6年 7月 1日

1,630,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 3,610 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、関市板取地区の住宅地域を中心に旧武儀郡、山県市、美濃市、郡上市等の集落地域を含む。需要者は地縁性
を有する個人を中心としており、圏外からの転入者はほとんどない。山間の静態的な集落地域で、人口減少、高齢化が進行
しており、需要は弱い。取引は低調に推移しており、需要の中心価格帯は見出しにくい状況にある。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

関（県） 11－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

関（県） －

基準地番号 提出先

11 岐阜県

所属分科会名

岐阜第２

業者名

不動産鑑定士氏名

株式会社不動産鑑定北川事務所

片山　恵津子



関市倉知字祭場下４００番３外

低層住宅地

住宅の外に駐車場、
農地が見られる住宅
地域

1

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北100 60 50 30 低層住宅地

-

（都）(60,176)

関市の人口は減少傾向にあり、減少率は県平均より大きい。住宅
建設は弱含んでおり、地価は全般的に下落傾向にある。

倉知小学校とふれあいセンターの複合化計画が進行中である。

個別的要因に変動はない。

共同住宅等も見られるが、居住の快適性を重視する住宅地域であるため、自用目的の取引が中心で、賃貸用建物を建設する
目的での取引はほとんどない。比準価格は類似性が高い事例から比準しており、信頼性が高い。土地価格に見合う賃料水準
が形成されていないため、収益価格は低位に試算された。よって、比準価格を標準として、収益価格を参考に留め、公示価
格を規準とした価格及び指定基準地からの検討を踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

周辺に大型商業施設があり、農地も見られる住宅地域である。地域要因に特段の変動要因は認められないが、徐々に熟成を
深めつつ推移していくものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 33,700円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

33,600

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

関 1

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+5.0

+0.3

+13.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

せきてらす前駅南西
1.3km

せきてらす前
1.3km

(8)

南4.4m市道

（都）
(60,200)

（その他）　　　　
(60,176)

特にない 基準方位　北４．
４ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

337

( )

⑨法令上の規制等

1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

15.0  ｍ、　奥行　約 20.0  ｍ、　規模 300  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

33,600 円／㎡

11,300 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

40,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-0.3％ ％

119.0 ］

99.9［ ］ 103.0［ ］

103.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 6 令和 6年 7月 19日　提出

宅地-1

+3.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

33,500

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

関（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+7.1

-1.2

+6.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

36,700 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

112.2 ］

99.5［ ］ 103.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 6年 1月]

令和 6年 6月 27日 正常価格

令和 6年 7月 10日令和 6年 7月 1日

11,300,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 33,600 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は関市南部、南西部を中心とする関市内の住宅地域である。需要者は市内居住者、市内、岐阜市への勤労者等の
一次取得者層が中心である。一般住宅のほか農地等も混在する大型商業施設への接近性に優る地域で、需給は比較的安定的
である。取引の中心となる価格帯は、土地のみで７００万円～１０００万円程度、新築戸建物件で２４００万円～３２００
万円程度と把握する。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

関（県） 12－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

関（県） －

基準地番号 提出先

12 岐阜県

所属分科会名

岐阜第２

業者名

不動産鑑定士氏名

株式会社不動産鑑定北川事務所

片山　恵津子



関市武芸川町谷口字東畑１４７１番１３外

低層住宅地

県道沿いに一般住宅
が散在する住宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北30 80 200 150 低層住宅地

-

対象基準地と同じ

コロナウイルス感染症が５類に移行し、経済活動は上向き傾向に
ある。

地域要因に目立った変動は認められない。

個別的要因に変動はない。

収益性に基づく取引は皆無であり賃貸市場が未成熟な地域であるため、収益還元法は非適用とした。一方、比準価格は価格
牽連性が認められる事例を採用し、試算されたものであり、市場の実勢を反映した価格として説得力を有する。よって、市
場性を反映した比準価格を採用し、公示価格等を規準とした価格との検討も踏まえて、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

市郊外の住宅等が散在する農家集落地域で、転入者も少ないことから地価水準はやや下落傾向で推移すると予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 14,500円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

14,300

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

関 6

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-1.0

+4.7

+20.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

岐阜駅北東
20km

岐阜
21km

(8)

東8m県道

(都)
(60,200)

（その他）　　　　
土砂災害警戒区域

特になし 基準方位北、８ｍ
県道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

264

( )

⑨法令上の規制等

1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

15.0  ｍ、　奥行　約 20.0  ｍ、　規模 300  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

14,300 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

17,900 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-1.4％ ％

124.4 ］

99.5［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 6 令和 6年 7月 19日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 6年 1月]

令和 6年 7月 1日 正常価格

令和 6年 7月 16日令和 6年 7月 1日

3,780,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 14,300 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は関市武芸川町内住宅地域を中心に、周辺の農家集落地域も含む。主たる需要者は地縁性を有する個人が中心的
である。関市郊外に位置する、住宅等が散在する地域で市場は静態的に推移しており、取引も限定的である。元より需要は
少なく需給は弱含みである。なお取引が少なく需要の中心価格帯を見出すのは困難であるがおおむね土地のみで坪当たり４
～５万円前後と推定する。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

関（県） 13－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

関（県） －

基準地番号 提出先

13 岐阜県

所属分科会名

岐阜第２分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

インティ不動産鑑定

田内　淳



関市武芸川町跡部字高瀬４７５番

低層住宅地

農家住宅を主体とし
た農地も見られる住
宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 150 220 90 低層住宅地

-

(都)(60,160)

コロナウイルス感染症が５類に移行し、経済活動は上向き傾向に
ある。

地域要因に目立った変動は認められない。

個別的要因に変動はない。

収益性に基づく取引は皆無であり賃貸市場が未成熟な地域であるため、収益還元法は非適用とした。一方、比準価格は価格
牽連性が認められる事例を採用し、試算されたものであり、市場の実勢を反映した価格として説得力を有する。よって、比
準価格を採用し、公示価格を規準とした価格との検討も踏まえて、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
ＬＳ２

農家住宅を主体とした住宅地域であり今後も現状維持にて静態的に推移すると予測する。転入者もほとんど見受けられない
ことから地価水準はやや下落基調で推移すると予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 16,500円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

16,400

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

関 6

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+7.0

-3.2

+5.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

岐阜駅北東
19km

岐阜
19km

(8)

西4m市道

(都)
(60,200)

（その他）　　　　
(60,160)

特になし 基準方位北、４ｍ
市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

535

( )

⑨法令上の規制等

1.5:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

15.0  ｍ、　奥行　約 20.0  ｍ、　規模 300  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

16,400 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

17,900 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-0.6％ ％

108.8 ］

99.5［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 6 令和 6年 7月 19日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 6年 1月]

令和 6年 7月 1日 正常価格

令和 6年 7月 16日令和 6年 7月 1日

8,770,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 16,400 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は関市武芸川町内住宅地域を中心に、周辺の農家集落地域も含む。主たる需要者は地縁性を有する個人が中心的
である。既成の農家集落地域で市場は静態的に推移しており、取引も限定的である。土地需要者は元より少なく、需給は弱
含みである。なお取引が少なく需要の中心価格帯を見出すのは困難であるが、おおむね土地のみで坪当たり５万円～６万円
程度と推定する。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

関（県） 14－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

関（県） －

基準地番号 提出先

14 岐阜県

所属分科会名

岐阜第２分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

インティ不動産鑑定

田内　淳



関市山王通２丁目６番１

低層店舗地

中規模店舗の建ち並
ぶ幹線道路沿いの商
業地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北45 60 130 100 低層店舗地

-

(都)近商(90,300)
準防

都市機能誘導区域

円安、インフレによる物価上昇の影響から企業の出店意欲の減退
がみられる。

対象基準地向かいのカフェ跡地にすぐ他店が出店した。

個別的要因に変動はない。

賃貸アパート等は散見されるが、自己所有地の有効活用によるものが大半で収益物件の取引は少ないため、収益価格の規範
性は低い。需要者は主に自用目的で取引参加する場合が多く、周辺の取引価格を重視する傾向にあることから比準価格は説
得力を有する。以上、比準価格を標準に収益価格を比較考量し、公示価格を規準とした価格との検討を踏まえ、上記のとお
り鑑定評価額を決定した。

［

［

店舗
ＲＣ２

店舗、事業所等が建ち並ぶ市内幹線道路沿いの路線商業地域であり、今後も現状維持にて推移すると予測する。地価水準は
おおむね横ばい傾向で推移すると予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 68,500円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

68,800

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

関 3

代表標準地 標準地

5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+2.0

+5.4

-37.0

+4.5

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

-3.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

関駅西
1.7km

関
15km

(8)

西12m市道､背面道

(都)近商
(80,300)
準防

（その他）　　　　
都市機能誘導区域

(100,300)

市内中心部の路線商業地域 １２ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「山王通２－２－２５」

②地積

（㎡）

990

( )

⑨法令上の規制等

1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

22.0  ｍ、　奥行　約 40.0  ｍ、　規模 900  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

70,200 円／㎡

31,700 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

44,800 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間0.0％ ％

70.8 ］

99.5［ ］ 106.0［ ］

97.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 6 令和 6年 7月 19日　提出

宅地-1

+6.0二方路

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 6年 1月]

令和 6年 7月 1日 正常価格

令和 6年 7月 16日令和 6年 7月 1日

67,800,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 68,500 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

52,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は市内の幹線道路、準幹線道路沿いの商業地域を中心に周辺の住商混在地域も含む。主たる需要者は法人、事業
者等で立地が良ければ圏域の内外は問わない。市内でも車両等の往来が盛んな地域で各種店舗が集積する。なお需要の中心
となる価格帯は、おおむね土地のみで坪当たり２０万円～２５万円程度と推定する。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

関（県） 1－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

関（県） －5

基準地番号 提出先

1 岐阜県

所属分科会名

岐阜第２分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

インティ不動産鑑定

田内　淳



関市下有知字深橋前５４６９番４外

工場地

中小規模の工場が建
ち並ぶ工業団地

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北100 100 200 50 工場地

-

(都)(60,200)

２０２３年の県内工場立地件数、立地面積は共に全国平均を上回
り引き続き高水準を維持している。

地域要因に目立った変動は認められない。

個別的要因に変動はない。

近隣地域及び類似地域共に自用の工場地が中心的であるため、収益建物の想定は経済合理性の観点から妥当とは言えず収益
還元法の適用を見送った。一方比準価格は周辺の工業用地事例を複数採用しており実証的である。また、需要者は周辺にお
ける取引状況を検討の上、意思決定を行うのが通常であることから、市場性を反映した比準価格を妥当と判断し、上記のと
おり鑑定評価額を決定した。

［

［

工場

中規模工場が建ち並ぶ内陸型工業団地として熟成しており、今後も安定的に推移すると予測する。地価水準は極端な円高等
特殊な要因がない限り、上昇基調で推移すると予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 22,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

関下有知駅東
1.5km

関下有知
1.5km

(8)

南東8m市道､三方路

(都)
(60,200)

（その他）　　　　
(70,200)

特になし ８ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

4,502

( )

⑨法令上の規制等

不整形
1:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

50.0  ｍ、　奥行　約 60.0  ｍ、　規模 3,000  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

22,100 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+0.5％ ％

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 6 令和 6年 7月 19日　提出

宅地-1

-3.0

+3.0

形状

三方路

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 6年 1月]

令和 6年 7月 1日 正常価格

令和 6年 7月 16日令和 6年 7月 1日

99,500,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 22,100 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は中濃圏を中心とする県内全域における内陸型工業地域。主たる需要者は資本力を有する法人で、圏域の内外は
問わない。近年、県内の工場立地動向が全国３位と高水準で推移し、高速道路網の延伸計画も順調に進捗している。なお市
場の中心となる価格帯の把握は困難であるが、坪当たり７～８万円程度と推定する。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

関（県） 1－9

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

関（県） －9

基準地番号 提出先

1 岐阜県

所属分科会名

岐阜第２分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

インティ不動産鑑定

田内　淳


